
富 士 宮 市 建 設 工 事 総 合 評 価 競 争 入 札 実 施 要 領  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 基 準 は 、富 士 宮 市 の 発 注 す る 建 設 工 事 に 係 る 総 合 評 価 競

争 入 札 の 実 施 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 基 準 に お い て 「 総 合 評 価 競 争 入 札 」 と は 、 地 方 自 治 法 施

行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 。 以 下 「 政 令 」 と い う 。） 第 １ ６ ７

条 の １ ０ の ２ の 規 定 に 基 づ き 、価 格 以 外 の 技 術 的 な 要 素 を 評 価 の 対

象 に 加 え 、 品 質 や 施 行 方 法 等 を 総 合 的 に 評 価 し 、 最 も 優 れ た も の を

持 っ て 申 込 み を し た 者 を 落 札 者 と す る 入 札 を い う 。  

（ 対 象 工 事 ）  

第 ３ 条  総 合 評 価 競 争 入 札 の 対 象 と な る 建 設 工 事 は 、次 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 す る 建 設 工 事 で あ っ て 、市 長 が 適 当 と 認 め る も の と す る 。 

⑴  入 札 者 の 提 示 す る 性 能 、機 能 、技 術 等（ 以 下「 性 能 等 」と い う 。）

に よ っ て 、 工 事 価 格 に 、 工 事 に 関 し て 生 じ る 補 償 費 等 の 支 出 額 及

び 収 入 の 減 額 相 当 額 並 び に 維 持 更 新 費 を 含 め た ラ イ フ サ イ ク ル

コ ス ト を 加 え た 総 合 的 な コ ス ト に 相 当 程 度 の 差 異 が 生 ず る と 認

め ら れ る 工 事  

⑵  入 札 者 の 提 示 す る 性 能 等 に よ っ て 、 工 事 価 格 の 差 異 に 比 べ て 、

工 事 目 的 物 の 初 期 性 能 の 持 続 性 、 強 度 、 耐 久 性 、 安 定 性 等 に 相 当

程 度 の 差 異 が 生 ず る と 認 め ら れ る 工 事  

⑶  環 境 の 維 持 、 交 通 の 確 保 、 特 別 な 安 全 対 策 、 省 資 源 対 策 又 は リ

サ イ ク ル 対 策 を 必 要 と す る 工 事 で あ っ て 、 入 札 者 の 提 示 す る 性 能

等 に よ っ て 、 工 事 価 格 の 差 異 に 比 べ て 対 策 の 達 成 度 に 相 当 程 度 の

差 異 が 生 ず る と 認 め ら れ る 工 事  

⑷  前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 総 合 評 価 競 争 入 札 に 適 合 す る と 認

め ら れ る 工 事  

（ 学 識 経 験 者 へ の 意 見 聴 取 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 総 合 評 価 競 争 入 札 を 行 お う と す る と き は 、 あ ら か じ

め 、 地 方 自 治 法 施 行 規 則 （ 昭 和 ２ ２ 年 内 務 省 令 第 ２ ９ 号 ） 第 １ ２ 条



の ４ 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 そ の 他 必 要 な 事 項 に 関 し 、２ 人 以 上 の

学 識 経 験 を 有 す る 者 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

（ 入 札 公 告 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 総 合 評 価 競 争 入 札 を 行 お う と す る と き は 、 政 令 第 

１ ６ ７ 条 の ６ 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特

例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 ３ ７ ２ 号 ） 第 ６ 条 及 び 富 士 宮 市 契

約 規 則 （ 昭 和 ６ ０ 年 富 士 宮 市 規 則 第 ６ 号 ） 第 ８ 条 の 規 定 に よ り 公 告

し な け れ ば な ら な い 事 項 の ほ か 、 次 の 事 項 に つ い て 公 告 す る 。  

⑴  総 合 評 価 競 争 入 札 の 方 法 に よ る 旨  

⑵  総 合 評 価 競 争 入 札 に 参 加 す る た め の 要 件  

⑶  落 札 者 決 定 基 準  

⑷  提 示 性 能 等 の 取 扱 い に 関 す る 事 項  

⑸  提 示 性 能 等 の 担 保 に 関 す る 事 項  

⑹  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

（ 落 札 者 決 定 基 準 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 総 合 評 価 競 争 入 札 を 行 お う と す る と き は 、 政 令 第  

１ ６ ７ 条 の １ ０ の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 あ ら か じ め 、 当 該 総 合 評

価 競 争 入 札 に 係 る 申 込 み の う ち 価 格 そ の 他 の 条 件 が 市 に と っ て 最

も 有 利 な も の を 決 定 す る た め の 基 準 （ 以 下 「 落 札 者 決 定 基 準 」 と い

う 。） を 策 定 す る も の と す る 。  

２  落 札 決 定 基 準 は 、入 札 の 評 価 に 関 す る 基 準 及 び 方 法 並 び に 落 札 者

の 決 定 方 法 に つ い て 定 め る も の と す る 。  

３  前 項 の 入 札 の 評 価 に 関 す る 基 準 に お い て は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 事

項 に つ い て 、 当 該 各 号 に 定 め る も の と す る 。  

⑴  提 示 性 能 等 の 評 価 に 関 す る 評 価 項 目  工 事 特 性 、 地 域 特 性 等 を

勘 案 し 、 市 に と っ て 最 も 有 利 な 調 達 と な る よ う 適 切 に 設 定 す る こ

と 。  

⑵  評 価 項 目 ご と の 評 価 基 準  前 号 の 評 価 項 目 ご と に 、 提 示 性 能 等

の 評 価 に 応 じ て 与 え る 得 点 及 び 提 示 性 能 が 必 ず 満 た さ な け れ ば

な ら な い 要 件 を 明 ら か に す る こ と 。  



⑶  得 点 配 分  第 １ 号 の 評 価 項 目 ご と に 配 分 す る 得 点 を 、 工 事 に お

け る 必 要 性 及 び 重 要 性 に 基 づ き 適 切 に 設 定 す る こ と 。  

４  第 ２ 項 の 入 札 の 評 価 に 関 す る 基 準 は 、 入 札 の 評 価 に つ い て 、 前 項

第 １ 号 の 評 価 項 目 ご と に 与 え ら れ た 得 点 の 総 和 を 入 札 価 格 で 除 し

て 得 ら れ る 数 値 を も っ て 行 う こ と が で き る よ う 作 成 す る も の と す

る 。  

（ 落 札 者 決 定 基 準 を 定 め る た め の 手 続 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 落 札 者 決 定 基 準 の 策 定 に 当

た っ て は 、 委 員 会 の 審 議 を 経 る も の と す る 。  

（ 提 示 性 能 等 の 提 出 及 び 審 査 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 総 合 評 価 競 争 入 札 に 当 た っ て は 、 あ ら か じ め 期 日 を

定 め て 入 札 参 加 者 に 提 示 性 能 等 を 求 め 、当 該 提 示 性 能 等 の 実 現 性 及

び 有 効 性 を 確 認 し 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 ヒ ア リ ン グ を 実 施

す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 当 該 提 示 性 能 等 の 採 否 を 決 定 し 、 入 札 参 加 者 に 必 要 な 資

格 の 確 認 の 通 知 と と も に 通 知 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

提 示 性 能 等 を 不 採 用 と し た と き は 、そ の 理 由 を 記 載 す る も の と す る 。 

（ 提 示 性 能 等 の 不 採 用 に 関 す る 説 明 等 ）  

第 ９ 条  前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 提 示 性 能 等 の 不 採 用 の 決 定 を 受 け

た 入 札 参 加 者 は 、 当 該 決 定 に 異 議 が あ る と き は 、 書 面 に よ り 、 市 長

に 対 し 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 入 札 ）  

第 １ ０ 条  入 札 は 、第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 提 示 性 能 等 の 採 用 の 決

定 を 受 け た 入 札 参 加 者 を 参 加 者 と し て 行 う 。  

（ 落 札 者 の 決 定 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 入 札 を 行 っ た と き は 、 落 札 者 決

定 基 準 に 基 づ い て こ れ を 評 価 し 、入 札 価 格 が 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲

内 に あ る も の の う ち 価 格 そ の 他 の 条 件 が 市 に と っ て 最 も 有 利 な も

の を 落 札 者 と す る 。 た だ し 、 落 札 者 と な る べ き 者 が 次 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 す る と き は 、政 令 第 １ ６ ７ 条 の １ ０ の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に



よ り 、 そ の も の を 落 札 者 と せ ず 、 入 札 価 格 が 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲

内 に あ る 者 の う ち 価 格 そ の 他 の 条 件 が 市 に と っ て 最 も 有 利 な 者 を

落 札 者 と す る 。  

⑴  そ の 者 の 申 込 に 係 る 価 格 に よ っ て は そ の 者 に よ り 契 約 の 内 容

に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。  

⑵  そ の 者 と 契 約 を 締 結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と

と な る お そ れ が あ り 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 落 札 者 と な る べ き 者 が ２ 人 以 上 あ る と き は 、く

じ に よ り 落 札 者 を 決 め る 。  

３  市 長 は 、第 ４ 条 の 規 定 に よ る 学 識 経 験 者 ２ 人 以 上 の 意 見 聴 取 の 際

に 、 結 果 報 告 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 提 示 性 能 等 の 採 否 及 び 入 札 決 定

基 準 に 基 づ く 評 価 の 結 果 に つ い て 当 該 学 識 経 験 者 に 意 見 を 聴 く も

の と し 、 落 札 決 定 を 保 留 す る も の と す る 。  

（ 情 報 の 公 開 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は 前 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 決 定 し た 落 札

者 と 契 約 を 締 結 し た と き は 、 遅 滞 無 く 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た

書 面 を 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。  

⑴  契 約 の 相 手 方 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 所 在 地  

⑵  各 入 札 者 の 入 札 価 格  

⑶  各 入 札 参 加 者 の 入 札 の 評 価 の 状 況  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 富 士 宮 市 建 設 工 事 総 合 評 価 競 争 入 札 試 行 基 準 の 廃 止 ）  

２  富 士 宮 市 建 設 工 事 総 合 評 価 競 争 入 札 試 行 基 準 （ 平 成 ２ ０ 年 ２ 月  

１ ３ 日 市 長 決 裁 ） は 、 廃 止 す る 。  

 


